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大
分
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
十
一
号

　
　
　
大
分
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
免
許
の
申
請
）

第 

二
条　

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
（
以
下
「
二
級
建
築
士
等
」
と

い
う
。
）
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
免
許
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（
そ
の
書
類
を
得
ら
れ
な
い
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）
を

添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

一
三

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
知
事
に
提
出
し
た
場
合
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

書
類
を
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）

に
提
出
し
た
場
合
で
、
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
免
許
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
同
一
で
あ

る
と
き
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　

一 　

本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

　

二 　

知
事
又
は
指
定
試
験
機
関
が
交
付
し
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
（
以
下
「
二
級
建

築
士
試
験
等
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

　

三 　

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
類　

　
　

イ 　

法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
学
校

を
卒
業
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

　
　

ロ 　

知
事
が
別
に
定
め
る
法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
の
基
準
に
適
合
す
る
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
る
書
類

　
　

ハ 　

法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
ロ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
同

項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　

四 　

実
務
の
経
験
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
登
録
に
係
る
実
務
経
歴
書
」
と
い
う
。

第
一
号
の
二
様
式
）
及
び
使
用
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
が
登
録
に
係
る
実
務
経
歴
書
の
内
容
が
事

実
と
相
違
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
第
一
号
の
三
様
式
）

２ 　

法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
二
級
建
築
士
等
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
免
許
申

請
書
に
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
そ
の
書
類
を
得
ら
れ
な
い
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）
及
び
外
国
の
建
築
士
免
許
証
の
写
し
を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 　

前
二
項
の
免
許
申
請
書
に
は
、
申
請
前
六
箇
月
以
内
に
、
脱
帽
し
、
正
面
か
ら
上
半
身
を
写
し
た
写
真

（
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
条
第
三
号
中
「
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
（
以
下
「
二
級
建
築
士
試
験
等
」
と
い

う
。
）
」
を
「
二
級
建
築
士
試
験
等
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
、
戸
籍
抄
本
を
添
え
て
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
届
出
」
を
「
規
定
に
よ
る
届

出
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
十
条
の
二
十
第
一
項
」
を
「
第
十
条
の
二

十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
る
。

　

第
二
十
条
中
「
掲
げ
る
事
項
」
を
「
定
め
る
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
の
合
格
者
一
覧
表
」
を

「
に
規
定
す
る
添
付
書
類
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２ 　

前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
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に
は
、
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

一 　

知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
指
定
登
録
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
回
線
を
通
じ
て
情
報
が

送
信
さ
れ
、
指
定
登
録
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記

録
さ
れ
る
も
の

　

二 　

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
整
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
指
定
登
録
機
関
に
交

付
す
る
方
法

　

第
二
十
二
条
中
「
第
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
第
八
条
及
び
」
を
「
第
八
条

並
び
に
」
に
改
め
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
の
下
に
「
（
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
」
を
、

「
指
定
登
録
機
関
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
こ
れ
を
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
こ

れ
を
指
定
登
録
機
関
」
と
」
を
加
え
、
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
そ
の
申
請
に
よ
り
、
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
二
級
建
築
士
試
験
等
に
引
き
続

い
て
行
わ
れ
る
次
の
二
回
」
を
「
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
二
級
建
築
士
試
験
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
学
科
合
格
試
験
」
と
い
う
。
）
に
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
次
の
四
回
の
二
級
建
築
士
試
験
等
の
う
ち
二
回

（
学
科
合
格
試
験
の
設
計
製
図
の
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
三
回
）
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
を
削
る
。

　

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
又
は
第
二
号
」
を
削
り
、
「
当
該
各

号
」
を
「
同
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
十
五
条
第
三
号
」
を
「
第
十
五
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
第
十
五
条
第
三
号
」
を
「
第
十
五
条
第
二
号
」
に
改
め
、
「
又
は
第
二
号
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号

中
「
及
び
当
該
建
築
実
務
の
経
験
」
を
「
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
受
験
に
係
る
実
務
経
歴
書
」
と
い

う
。
）
及
び
使
用
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
が
受
験
に
係
る
実
務
経
歴
書
の
内
容
が
事
実
と
相
違
し
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
受
験
申
込
書
」
を
「
規
定
に
よ
る
受
験
申
込
書
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
合
格
者
一
覧
表
」
の
下
に
「
、
第
二
十

六
条
第
二
項
の
受
験
申
込
書
並
び
に
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
」
を
加
え
る
。

　

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式
�
第
２
条
関
係
�
�

�
�

二
級
�

木
造
�
建
築
士
免
許
申
請
書
（
第
一
面
）
�

大
分
県
収
入
証
紙
�

�

�

�
�
私
は
、
�
二
級
�

木
造
�
建
築
士
の
免
許
を
受
け
た
い
の
で
、
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
を
添
え
、
申
�

�
請
し
ま
す
。
�

�
�
私
は
、
下
記
事
項
が
事
実
で
、
か
つ
、
正
確
で
あ
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。
�

�
�
�
�
�
�
�
年
�
�
月
�
�
日
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
氏
名
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
署
名
�
�
�
�
�
�

�
�
大
分
県
知
事
�

�
�
指
定
登
録
機
関
�
�
�
殿
�

ふ
り
が
な
�
�
�

生
年

月
日
�

年
�
�
月
�
�
日
生
�

写
真
�

�縦
�
�
�
�
�
、
横
�
�
�
�
�

の
写
真
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日

を
記
入
し
て
貼
り
付

け
て
く
だ
さ
い
。
�

氏
名
�
�
�

性
別
�

男
�
□
�
�
女
�
□
�

本
籍
�
�
�

現
住
所
�
〒
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
電
話
�

試
験
�

二
級
�

木
造
�
�
�
�
�
建
築
士
試
験
に
合
格
し
た
時
期
�
�
�
年
�

合
格
通
知
書
日
付
�

年
�
�
月
�
�
日
�
合
格
通
知
書
番
号
�

第
�
�
�
�
�
号
�

登
録
申
請
区
分
�
�
�
学
歴
�
□
�
�
�
�
学
歴
＋
実
務
�
□
�
�
�
�
建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
�
□
�
�

�
�
建
築
士
法
第
四
条
第
五
項
�
□
�
�
�
�
実
務
�
□
�
�

１
�
学
歴

に
よ
り

申
請
す

る
場
合

に
記
入
�

学
校
名
�

学
部
名
・
学
科
名
�

入
学
・
卒
業
�
修
了
�
�

年
月
�

建
築
実
務
経
験
期
間
の
�

合
計
�

�
�

�
�
年
�
月
入
学
�

�

�
�
年
�
月
卒
業
�
修
了
�
�

�
�

�
�
年
�
月
入
学
�

年
�
月
卒
業
�
修
了
�
�

２
�
学
歴

＋
実
務

に
よ
り

申
請
す

る
場
合

に
記
入
�

学
校
名
�

学
部
名
・
学
科
名
�

入
学
・
卒
業
�
修
了
�
�

年
月
�

建
築
実
務
経
験
期
間
の
�

合
計
�

�
�

�
�
年
�
月
入
学
�

�
�
年
�
�
月
�

�
�
年
�
月
卒
業
�
修
了
�
�

�
�

�
�
年
�
月
入
学
�

�
�
年
�
月
卒
業
�
修
了
�
�

３
�
建
築

士
法
第

四
条
第

四
項
第

三
号
に

よ
り
申

請
す
る

場
合
に

記
入
�

学
校
名
�

学
部
名
・
学
科
名
�

入
学
・
卒
業
�
修
了
�
�

年
月
�

建
築
実
務
経
験
期
間
の
�

合
計
�

�
�

�
�
年
�
月
入
学
�

�
�
年
�
�
月
�

�
�
年
�
月
卒
業
�
修
了
�
�

�
�

�
�
年
�
月
入
学
�

�
�
年
�
月
卒
業
�
修
了
�
�

建
築
設
備
士
試
験
合
格
証
書
日
付
�

建
築
設
備
士
試
験
合
格
証
書
番
号
�

�
�
�
年
�
�
月
�
�

第
�
�
�
�
�
�
�
号
�

４
�
建
築

士
法
第

四
条
第

五
項
に

よ
り
申

請
す
る

場
合
に

記
入
�

免
許
名
称
�

免
許
者
名
�

免
許
の
年
月
日
�

資
格
認
定
書
の
年
月
日
�

�
�

�
�
年
�
�
月
�

�
�
年
�
�
月
�

５
�
実
務

に
よ
り

申
請
す

る
場
合

に
記
入
�

建
築
実
務
経
験
期
間
の
合
計
�

�
�
年
�
�
月
�



令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

三

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

�

（
第
二
面
）
�

�

欠格事由�

�
�
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
�

�
�
あ
る
□
�
な
い
□
�

�
�
あ
る
と
き
は
、
そ
の
罪
及
び
刑
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
あ
る
と
き
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
っ
た
日
�

年
�
月
�
日
�

�
�
建
築
士
法
の
規
定
に
違
反
し
て
、
又
は
建
築
物
の
建
築
に
関
し
罪
を
犯

し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
�

あ
る
□
�
な
い
□
�

�
�
あ
る
と
き
は
、
そ
の
罪
及
び
刑
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
あ
る
と
き
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
っ
た
日
�

年
�
月
�
日
�

�
�
建
築
士
法
第
�
条
第
�
項
第
�
号
又
は
第
�
�
条
第
�
項
の
規
定
に
よ
り
一

級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
。
�

あ
る
□
�
な
い
□
�

�
�
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
�

年
�
月
�
日
�

�
�
建
築
士
法
第
�
�
条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受

け
、
そ
の
停
止
の
期
間
中
に
建
築
士
法
第
�
条
第
�
項
第
�
号
の
規
定
に
よ

り
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
�

あ
る
□
�
な
い
□
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
業
務
の
停
止
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
停
止
の
期
間
�

年
�
月
�
日
か
ら
�

年
�
月
�
日
ま
で
�

�
�
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
業
務

を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切

に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
す
か
。
�

�
�
は
い
□
い
い
え
□
�

※
登
録
機
関
記
載
欄
�

［
記
入
上
の
注
意
］
数
字
は
、
算
用
数
字
を
用
い
、
※
欄
は
記
入
せ
ず
、
□
の
あ
る
欄
は
、
該
当
す
る
□
の
中
に

レ
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
�

�

　

第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

四

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
１
号
の
２
様
式
�
第
２
条
関
係
�
�

�

�
�
私
は
、
�
二
級
�

木
造
�
建
築
士
の
免
許
を
受
け
た
い
の
で
、
建
築
実
務
の
経
歴
を
下
記
の
と
お
り
記
載
し
、
併
�

せ
て
第
三
者
が
こ
の
実
務
経
歴
書
の
内
容
が
事
実
と
相
違
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
実
務
経
歴
証
明
書
を
提
出

し
ま
す
。
�

�
�
私
は
、
下
記
事
項
が
事
実
で
、
か
つ
、
正
確
で
あ
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。
�

�
�
�
�
�
�
�
年
�
�
月
�
�
日
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
氏
名
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
署
名
�
�
�
�
�
�

�
�
大
分
県
知
事
�

�
�
指
定
登
録
機
関
�
�
�
殿
�

勤
務
先
等
�

勤
務
先
（
部
課
名
ま
で
）
�

所
在
地
（
番
地
ま
で
）
�

在
職
期
間
の
合
計
�

年
月
～
年
月
�

年
月
数
�

�
�

�
年
�
月
～
�
年
�
月
�

年
�
�
月
�

在
職
期
間
�

地
位
職
名
�

建
築
実
務
の
内
容
（
建
築
士
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
）
�

年
月
～
年
月
�
年
月
数
�

�
�

�
�

建
築
実
務
の
詳
細
�

建
築
実
務
経
験
期
間
の
合
計
�

年
�
�
月
�

�
�
�
�

対
象
物
件
の
名
称
等
�

対
象
物
件
の
所
在
地
�

建
築
実
務
経
験
期
間
�

年
月
～
年
月
�

年
月
数
�

�
�

�
年
�
月
～
�
年
�
月
�

年
�
�
月
�

実
務
経
験
の
対
象
と
な
る
業
務
の
内
容
（
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
�
�
用
途
・
構
造
・
規
模
・
担
当
業
務
�
等
）
�

�

�
�
�
�

対
象
物
件
の
名
称
等
�

対
象
物
件
の
所
在
地
�

建
築
実
務
経
験
期
間
�

年
月
～
年
月
�

年
月
数
�

�

�
�
年
�
月
～
�
年
�
月
�

年
�
�
月
�

実
務
経
験
の
対
象
と
な
る
業
務
の
内
容
（
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
�
�
用
途
・
構
造
・
規
模
・
担
当
業
務
�
等
）
�

�

実
務
経
歴
書
�

�

�
�
�
�

対
象
物
件
の
名
称
等
�

対
象
物
件
の
所
在
地
�

建
築
実
務
経
験
期
間
�

年
月
～
年
月
�

年
月
数
�

�

�
�
年
�
月
～
�
年
�
月
�

年
�
�
月
�

実
務
経
験
の
対
象
と
な
る
業
務
の
内
容
（
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
�
�
用
途
・
構
造
・
規
模
・
担
当
業
務
�
等
）
�

�

※
登
録
機
関
記
載
欄
�

［
記
入
上
の
注
意
］
１
�
数
字
は
、
算
用
数
字
を
用
い
、
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
�

�
�
�
�
�
�
�
�
２
�
こ
の
実
務
経
歴
書
は
勤
務
先
（
自
営
業
を
含
む
。
）
ご
と
に
作
成
し
、
今
ま
で
の
建
築

に
関
す
る
実
務
の
経
歴
に
つ
い
て
登
録
に
必
要
な
業
務
内
容
を
年
代
順
に
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。
�

３
�
記
載
内
容
の
記
入
不
備
や
疑
義
が
生
じ
た
場
合
、
再
提
出
や
追
加
書
類
の
提
出
を
求
め

る
こ
と
に
な
り
、
登
録
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
�

４
�
虚
偽
の
実
務
経
歴
を
記
載
し
た
場
合
、
建
築
士
法
上
の
措
置
や
登
録
が
認
め
ら
れ
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。
�



令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

五

大
分
県
報
号
外
（
規
則
・
教
育
委
規
則
）

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
二
級
建
築
士
試
験
等
に
合
格
し
た
者
に
対
す
る
改
正
後
の
第
二

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。　

３ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
直
近
二
回
の
二
級
建
築
士
試
験
等
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
二
級
建

築
士
試
験
等
の
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
す
る
改
正
後
の
第
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

○
教
育
委
員
会
規
則

　

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
規
則

　

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
教
育
委

員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
中
「
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
」
の
下
に
「
。
次
条
に
お
い
て
「
給
特

法
」
と
い
う
。
」
を
、
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
同
項
中
「
同
じ
」
を
「
「
教
育
職

員
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
職
員
」
を
「
教
育
職
員
」
に
改
め
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
教
育
職
員
の
在
校
等
時
間
の
上
限
等
に
関
す
る
方
針
）

第 

十
条
の
二
の
三　

任
命
権
者
は
、
給
特
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
針
に
基
づ
き
、
教
育
職
員
の
健

康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す
る
よ
う
、
そ
の
所
管
に

属
す
る
学
校
の
教
育
職
員
が
業
務
を
行
う
時
間
（
同
指
針
に
規
定
す
る
在
校
等
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
所
定
の
勤
務
時
間
（
給
特
法
第
六
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（
代
休
日
が

指
定
さ
れ
た
日
を
除
く
。
）
以
外
の
日
に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
除
い
た
時
間
を
次
に
掲
げ
る
時
間
の
上
限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適

第
１
号
の
３
様
式
�
第
２
条
関
係
�
�

�

実
務
経
歴
証
明
書
�

��

年
�
�
月
�
�
日
�

��
大
分
県
知
事
�

�
指
定
登
録
機
関
�
�
�
�
殿
�

証
明
者
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
印
�

住
所
・
所
在
地
�

電
話
番
号
�

免
許
申
請
者
と
の
関
係
�

���
下
記
の
者
が
申
請
し
た
�
二
級
�

木
造
�
建
築
士
免
許
申
請
書
に
添
付
さ
れ
た
実
務
経
歴
書
は
、
事
実
と
相
違
�

し
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
�

�

記
�

��１
�
免
許
申
請
者
氏
名
�

��２
�
建
築
実
務
経
験
�

建
築
実
務
経
験
期
間
の
合
計
：
�
�
�
�
年
�
�
�
�
月
�

建
築
実
務
の
内
容
：
�
�
�
�
�
�
�
�

����備
考
�
１
�
こ
の
実
務
経
歴
証
明
書
は
、
実
務
経
歴
書
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
�

２
�
使
用
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
が
実
務
経
歴
書
の
内
容
が
事
実
と
相
違
し
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
く
だ
さ
い
。
�

３
�
虚
偽
の
証
明
を
行
っ
た
場
合
、
証
明
者
は
、
建
築
士
法
上
の
処
分
や
告
発
の
対
象
と
な
り
得

ま
す
。
�



令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

六

大
分
県
報
号
外
（
教
育
委
規
則
・
告
示
）

切
な
管
理
を
行
う
。

　

一　

一
箇
月
に
つ
い
て
四
十
五
時
間

　

二　

一
年
に
つ
い
て
三
百
六
十
時
間　

２ 　

任
命
権
者
は
、
教
育
職
員
が
児
童
生
徒
等
に
係
る
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
量
の
大
幅
な

増
加
等
に
伴
い
、
一
時
的
又
は
突
発
的
に
所
定
の
勤
務
時
間
外
に
業
務
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
職
員
が
業
務
を
行
う
時
間
か
ら
所
定
の
勤
務
時
間
を
除
い
た
時

間
を
次
に
掲
げ
る
時
間
及
び
月
数
の
上
限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理

を
行
う
。

　

一　

一
箇
月
に
つ
い
て
百
時
間
未
満

　

二　

一
年
に
つ
い
て
七
百
二
十
時
間

　

三 　

一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、
四
箇
月

及
び
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
時
間
に
つ
い
て
八

十
時
間

　

四 　

一
年
の
う
ち
一
箇
月
に
お
い
て
所
定
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
四
十
五
時
間
を
超
え
て
業

務
を
行
う
月
数
に
つ
い
て
六
箇
月

３ 　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員
の
健
康
及
び

福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
二
十
一
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
号
に

掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一 　

次
の
表
の
い
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
お
い
て
、
ろ
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
は
欄
に
掲

げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
（
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下

「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
建
築
に
関
す
る
実
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

経
験
を
有
す
る
者

い

ろ

は

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
に
よ
る
防
衛
大
学
校

又
は
職
業
能
力
開
発
促
進

法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律

第
六
十
四
号
）
に
よ
る
職

業
能
力
開
発
総
合
大
学

校
、
職
業
能
力
開
発
大
学

校
若
し
く
は
職
業
能
力
開

発
短
期
大
学
校

建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建
築
に

関
す
る
科
目
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五

十
三
号
。
以
下
「
第
七
百
五
十
三
号
告
示
」
と
い
う
。
）
の
第
一
に

規
定
す
る
科
目
（
以
下
「
指
定
科
目
」
と
い
う
。
）

〇
年

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中

等
教
育
学
校

指
定
科
目
（
第
七
百
五
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十
単
位
」
と

あ
る
の
は
、
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

一
年

注 　

ろ
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
防
衛
省
設
置
法
に
よ
る
防
衛
大
学
校
又
は
職
業
能
力
開

発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
大
学
校
に
あ
っ
て
は
大
学
設
置

基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
職
業
能
力

開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部

省
令
第
二
十
一
号
）
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中

等
教
育
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
五
十
八
号
）
の
規
定

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二 　

次
の
表
の
い
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校

又
は
各
種
学
校
に
お
い
て
、
修
業
年
限
が
ろ
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、
は
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て

卒
業
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
応
じ
、
に
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

い

ろ

は

に

学
校
教
育
法
に

よ
る
高
等
学
校

若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
又
は

旧
中
等
学
校
令

（
昭
和
十
八
年

勅
令
第
三
十
六

号
）
に
よ
る
中

等
学
校

一
年

指
定
科
目

〇
年



令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

七

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）

学
校
教
育
法
に

よ
る
中
学
校

二
年

指
定
科
目
（
第
七
百
五
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十
単
位
」
と

あ
る
の
は
、
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

一
年

一
年

指
定
科
目
（
第
七
百
五
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十
単
位
」
と

あ
る
の
は
、
「
十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

二
年

注 　

は
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校

設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
学
校
教
育
法
に
よ
る

各
種
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

三 　

次
の
表
の
い
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
さ
ら
に
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開

発
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
又
は
認
定
職
業
訓
練
に
お
い
て
、
修

業
年
限
が
ろ
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、
は
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区

分
に
応
じ
、
に
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

い

ろ

は

に

学
校
教
育
法
に

よ
る
高
等
学
校

若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
又
は

旧
中
等
学
校
令

に
よ
る
中
等
学

校

一
年

指
定
科
目

〇
年

学
校
教
育
法
に

よ
る
中
学
校

三
年

指
定
科
目

〇
年

二
年

指
定
科
目
（
第
七
百
五
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十
単
位
」
と

あ
る
の
は
、
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

一
年

一
年

指
定
科
目
（
第
七
百
五
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十
単
位
」
と

あ
る
の
は
、
「
十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

二
年

注 　

は
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

四 　

施
行
規
則
第
十
七
条
の
十
八
に
規
定
す
る
建
築
設
備
士

五 　

建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
施
行
の
日
前
に
建
築
士

法
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
受
験
資
格
（
昭
和
四
十
七
年
大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号
）
第
一

号
、
第
二
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
課
程
に
在
学
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当

該
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
も
の

六 　

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を

有
す
る
と
認
め
る
者

　
　
　
附
　
則

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２ 　

建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者

（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
八
百
五
号
）
は
廃
止
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
二
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
四
条
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一 　

次
の
表
の
い
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
お
い
て
、
ろ
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
（
学
校
教
育
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
修
了
）
し
た
後
、
は
欄

に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
（
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
。
以

下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
建
築
に
関
す
る
実
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
経
験
を
有
す
る
者

い

ろ

は

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学

又
は
高
等
専
門
学
校

建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建

築
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七

百
四
十
九
号
。
以
下
「
第
七
百
四
十
九
号
告
示
」
と
い
う
。
）
の
第

一
に
規
定
す
る
科
目
（
以
下
「
第
一
号
指
定
科
目
」
と
い
う
。
）

（
第
七
百
四
十
九
号
告
示
第
一
各
号
中
「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の

は
、
「
三
十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
年

建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建

築
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七

百
五
十
号
。
以
下
「
第
七
百
五
十
号
告
示
」
と
い
う
。
）
の
第
一
に

規
定
す
る
科
目
（
以
下
「
第
二
号
指
定
科
目
」
と
い
う
。
）

二
年

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
に
よ
る
防
衛
大
学
校

又
は
職
業
能
力
開
発
促
進

第
一
号
指
定
科
目

〇
年



令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

八

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）

法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律

第
六
十
四
号
）
に
よ
る
職

業
能
力
開
発
総
合
大
学

校
、
職
業
能
力
開
発
大
学

校
若
し
く
は
職
業
能
力
開

発
短
期
大
学
校

第
一
号
指
定
科
目
（
第
七
百
四
十
九
号
告
示
第
一
各
号
中
「
四
十

単
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

一
年

第
二
号
指
定
科
目

二
年

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

第
二
号
指
定
科
目
（
第
七
百
五
十
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十
単

位
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

三
年

注 　

ろ
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に

あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
又
は
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平

成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期

大
学
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
又
は
専
門
職
短
期
大
学

設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
学
校
教
育

法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三

号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
防
衛
省
設
置
法
に
よ
る
防
衛
大
学
校
又
は
職
業
能
力
開
発
促
進
法

に
よ
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
大
学
校
に
あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
の
規

定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
あ

っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校

又
は
中
等
教
育
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
五
十
八
号
）

の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二 　

次
の
表
の
い
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校

又
は
各
種
学
校
に
お
い
て
、
修
業
年
限
が
ろ
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、
は
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て

卒
業
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
応
じ
、
に
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

い

ろ

は

に

学
校
教
育
法
に

よ
る
高
等
学
校

若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
又
は

旧
中
等
学
校
令

（
昭
和
十
八
年

勅
令
第
三
十
六

号
）
に
よ
る
中

二
年

第
一
号
指
定
科
目

〇
年

第
一
号
指
定
科
目
（
第
七
百
四
十
九
号
告
示
第
一
各
号
中
「
四
十

単
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

一
年

一
年

第
二
号
指
定
科
目

二
年

等
学
校

学
校
教
育
法
に

よ
る
中
学
校

二
年

第
二
号
指
定
科
目
（
第
七
百
五
十
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十
単

位
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

三
年

一
年

第
二
号
指
定
科
目
（
第
七
百
五
十
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十
単

位
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

四
年

注 　

は
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校

設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
学
校
教
育
法
に
よ
る

各
種
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

三 　

次
の
表
の
い
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
さ
ら
に
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開

発
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
又
は
認
定
職
業
訓
練
に
お
い
て
、
修

業
年
限
が
ろ
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、
は
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区

分
に
応
じ
、
に
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

い

ろ

は

に

学
校
教
育
法
に

よ
る
高
等
学
校

若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
又
は

旧
中
等
学
校
令

に
よ
る
中
等
学

校

三
年

第
一
号
指
定
科
目
（
第
七
百
四
十
九
号
告
示
第
一
各
号
中
「
四
十

単
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

一
年

一
年

第
二
号
指
定
科
目

二
年

学
校
教
育
法
に

よ
る
中
学
校

三
年

第
二
号
指
定
科
目

二
年

二
年

第
二
号
指
定
科
目
（
第
七
百
五
十
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十
単

位
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
）

三
年

一
年

第
二
号
指
定
科
目
（
第
七
百
五
十
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二
十
単

位
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

四
年

注 　

は
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

四 　

施
行
規
則
第
十
七
条
の
十
八
に
規
定
す
る
建
築
設
備
士

五 　

建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の



令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

九

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）

号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
建
築
士
法
第
十
五
条
第
三
号

の
規
定
に
よ
る
受
験
資
格
（
昭
和
四
十
七
年
大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号
）
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五

号
、
第
六
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
昭
和
四
十
七
年
告
示
第
一

号
等
」
と
い
う
。
）
に
掲
げ
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
、
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
を
こ
れ
ら
の
課
程

に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
四
十
七
年
告
示
第
一
号
等
に
定
め
る
年
数
に
満
た
な
い
年
数
し
か
有
し
な
い
者

で
、
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
以
後
に
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
前
の
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験

年
数
と
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
以
後
の
建
築
実
務
の
経
験
を
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
課
程
に
応
じ
て
そ

れ
ぞ
れ
昭
和
四
十
七
年
告
示
第
一
号
等
に
定
め
る
年
数
以
上
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

六 　

平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
昭
和
四
十
七
年
告
示
第
一
号
等
に
掲
げ
る
課
程
に
在
学

す
る
者
で
、
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
こ
れ
ら
の
課

程
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
四
十
七
年
告
示
第
一
号
等
に
定
め
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験

を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

七 　

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
と
同
等
以
上
の

知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


